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原爆投下は国際法に違反する：
原爆裁判1963年判決の歴史的意義（仮）
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核時代における非戦核時代における非戦
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⼆�元コードまたは、URLから��申� をお願いします。

1963年12月７日、東京地裁判決は「原子爆弾の加害影響力は、旧来の高性能爆弾に比
べて著しく大きく、しかも不必要な苦痛を与えることも甚だしく、その上その投下が
無差別爆撃となることも必至であって、極めて残虐な害敵手段である」とし、「原子
爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によってなされた戦闘行為で
あるが、それは当時の実定国際法（条約及び慣習法）に反する違法な戦闘行為であ
る」と原爆が国際法違反であるとしました。原告の請求自体は却下されましたが、同
判決は、核兵器禁止条約の発効後、また核大国・核依存国がいまだに「使用可能な兵
器」として「脅しの体制」を強行している中で、ますます重要な判決です。
NHK朝ドラ『虎に翼』の主人公、猪爪寅子のモデルとなった三淵嘉子さんがこの判
決に裁判官として加わりました。本講座では、この判決の意義について日本反核法律
家協会の大久保賢一会長にお話いただきます。
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LQbtIQ29T_Gt8PfJtAdEJQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LQbtIQ29T_Gt8PfJtAdEJQ
mailto:pugwash-japan-office@googlegroups.com
mailto:pugwash-japan-office@googlegroups.com
mailto:rfpj-info@wcrp.or.jp
mailto:prime@prime.meijigakuin.ac.jp

